
有
料
広
告

国
家
公
務
員
採
用

試
験
を
実
施
し
ま
す

　

人
事
院
は
、
２
０
２
６
年
度

国
家
公
務
員
採
用
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

申
し
込
み
方
法
や
受
験
案
内
な

ど
は
、人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
国

家
公
務
員
試

験
採
用
情
報

Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
」

で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
各
試
験
の
申
し
込
み

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

◆
総
合
職
試
験

（
院
卒
者
試
験
・
大
卒
程
度
試
験
）

【
受
付
期
間
】
２
月
２
日
㈪
～
24
日
㈫

【
第
１
次
試
験
日
】
３
月
15
日
㈰

◆
一
般
職
試
験（
大
卒
程
度
試
験
）

【
受
付
期
間
】

　

２
月
19
日
㈭
～
３
月
23
日
㈪

【
第
１
次
試
験
日
】
５
月
31
日
㈰

▼
詳
し
く
は
、
人
事
院
中
部
事

務
局
第
二
課
試
験
係
（
☎
０
５

２
―
９
６
１
―
６
８
３
８
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
分
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
を
送
付
し
ま
す

　
令
和
７
年
中
に
国
民
年
金
、
厚

生
年
金
な
ど
の
年
金
を
受
給
さ

れ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
令
和
７

年
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
年
金

の
金
額
や
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
額
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る

「
令
和
７
年
分
公
的
年
金
等
の
源

泉
徴
収
票
」
が
日
本
年
金
機
構

か
ら
１
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か

け
て
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

町
県
民
税
申
告
や
確
定
申
告

の
際
に
必
要
で
す
の
で
、
申
告

が
必
要
な
人
は
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

※
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
は
所
得

税
が
非
課
税
の
た
め
、
源
泉
徴

ま
ど
ぐ
ち
国
民
年
金

収
票
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
源
泉
徴
収
票
を
紛
失
さ
れ
た

場
合
は
再
発
行
が
で
き
ま
す
の

で
、
年
金
事
務
所
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
詳
し
く
は
、
尾
鷲
年
金
事
務

所
（
☎
０
５
９
７
―
22
―
２
３
４

０
）、
ま
た
は
田
辺
年
金
事
務
所

新
宮
分
室
（
☎
22
―
８
４
４
１
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

２
月
の
尾
鷲
年
金
事
務
所
職
員

に
よ
る
「
年
金
相
談
」
は
、
２
月

25
日
㈬
午
前
10
時
か
ら
午
後
２
時

ま
で
、
役
場

２
階
大
会
議

室
で
実
施
さ

れ
ま
す
。

【
日
時
】　
２
月
14
日
㈯

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
11
時

【
場
所
】　
鵜
殿
港

▼
詳
し
く
は
、
役
場
産
業
振
興
課

（
☎
33
―
０
３
３
６
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

今
月
（
２
月
）
の

「
紀
の
宝
み
な
と
市
」

二十歳を祝う会での一枚です。人生
の節目を迎えたみなさんの晴れや
かな表情が印象的でした。

主な電話番号 － telephone －

役 場 総 務 課 （33）0 3 3 3
役場企画調整課 （33）0 3 3 4
役場防災対策課 （33）0 3 3 5
役場産業振興課 （33）0 3 3 6
役場基盤整備課 （33）0 3 5 7
役場税務住民課 （33）0 3 3 7
役場環境衛生課 （33）0 3 3 8
役 場 福 祉 課 （33）0 3 3 9
役場みらい健康課 （33）0 3 5 5
役 場 出 納 室 （33）0 3 4 0
教 育 委 員 会 （33）0 3 4 1
議 会 事 務 局 （33）0 3 4 2
役場環境衛生課（水道）（33）0 3 4 3
地域包括支援センター （33）0 1 7 5
相 野 谷 診 療 所 （34）0 0 1 1
町 立 図 書 館 （32）4 6 4 6
ま な び の 郷 （32）0 2 4 1
神内福祉センター （32）2 0 2 3
鵜殿福祉センター （32）0 9 5 7
子育て支援センター （32）4 6 8 8
きほう健康ぷらざ （29）3 5 1 1
訪問看護ステーション （29）1 1 3 6
移住定住サポートデスク 080（6963）1792
防災行政無線（フリーダイヤル）

０１２０－３３４－１１９

紀宝町 公式
LINEアカウント

ぜひご登録ください！

骨密度検査してみませんか？
ガイドラインで推奨

全身用骨密度測定器を導入

いぼ痔でお悩みのかた
ALTA（ジオン）注射で治ります

TCとみむろクリニック

紀宝町内送迎します
（浅里地区除く）

整形外科・内科・胃腸科・肛門科

医学博士　冨室 徹哉

TCとみむろクリニック ☎ 0735-28-1030

相続、贈与等登記全般、供託手続き等、ご相談ください。

事務所にお越しの際は、事前にお電話ください。

三重県南牟婁郡紀宝町井田 2140 番地
TEL：0735-32-0228 　 FAX：0735-29-7483 
E-mail：shihoushoshi-yuki.s@clock.ocn.ne.jp

相続登記はお済みですか？相続を「争族」にしないために！

登記全般、相続・遺言に関する業務、官公署提出書類作成

司法書士・行政書士　須川裕充

☎ 0735-29-2255　紀宝町成川 773 番地１（「成川」バス停近く）

須川司法書士・行政書士事務所
令和６年４月から相続登記の申請が義務化（取得を知った日から３年以内）されました。

まずはお電話で相談を！ 

至新宮市

紀宝警察署

おくり花

主婦の店

至御浜町

清水生花店

家 族 想

お く り 花

式場使用料無料 低予算で安心

南牟婁郡紀宝町鵜殿1982-2
☎ 0735-32-0009

電話24時間受付
供 花 や 花 束、 開 店 ス タ ン ド 花、
アレンジメントも承っています

無料法律相談 HP

国家公務員試験
採用情報ＮＡＶＩ

年金機構 HP

【
日
時
】
①
２
月
26
日
㈭

　
　
　

②
３
月
５
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時
30
分

ま
で
の
間
で
、
１
人
30
分
以
内

【
会
場
】
役
場
１
階
相
談
室

【
定
員
】
４
名
ず
つ
（
先
着
順
）

【
予
約
方
法
】
①
２
月
18
日
㈬
、

②
２
月
25
日
㈬
ま
で
に
、
役
場
総

務
課
ま
で
電
話
予
約

▼
詳
し
く
は
、
役
場
総
務
課
（
☎

33
―
０
３
３

３
）
ま
で
お

問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

「
無
料
法
律
相
談
」開
催

町の人口 － population －

令和７年12月末現在（前月比)
人口 ９, ９７３（ －17)

男 ４, ６８１（ －９ )
女 ５, ２９２（ －８ )

世帯 ５, １３５（ －22)
（外国人を含む）「

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」を

開

催

し

ま

す

　

熊
野
保
健
所
で
は
、
こ
こ
ろ

に
悩
み
を
持
つ
人
と
、
こ
こ
ろ

の
病
気
が
疑
わ
れ
る
が
本
人
に

自
覚
が
な
い
た
め
対
応
に
苦
慮

し
て
い
る
家
族
な
ど
を
支
援
す

る
目
的
で
、
精
神
科
医
師
に
よ

る
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
２
月
24
日
㈫

　

午
後
２
時
か
ら
４
時

【
場
所
】
紀
宝
町
役
場
１
階

　

相
談
室
３
・
４

【
対
象
者
】
こ
こ
ろ
に
悩
み
を
も

つ
人
お
よ
び
そ
の
家
族
な
ど

【
申
込
方
法
】
２
月
10
日
㈫
ま
で

に
次
の
連
絡
先
へ
申
し
込
み

▼
詳
し
く
は
、
熊
野
保
健
所
健
康
増

進
課
（
☎
０
５
９
７
―
89
―
６
１
１

５
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

林
野
火
災
警
報
等
の

運
用
を
開
始
し
て
い
ま
す

　

令
和
７
年
２
月
に
岩
手
県
大

船
渡
市
で
発
生
し
た
大
規
模
な
林

野
火
災
を
受
け
、
林
野
火
災
の
予

防
を
目
的
に
熊
野
市
火
災
予
防
条

例
の
一
部
を
改
正
し
、
令
和
８
年

１
月
１
日
よ
り
「
林
野
火
災
警

報
・
林
野
火
災
注
意
報
」
の
運
用

を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

林
野
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
て

い
る
際
に
は
火
の
使
用
に
関
す
る

制
限
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
に
従
わ

な
い
場
合
に
は
罰
金
な
ど
の
罰
則

が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
警
報
・
注
意
報
は
、
気
象

条
件
や
そ
の
他
の
発
令
指
標
を
満

た
し
た
場
合
に
、
該
当
す
る
市
町

村
ご
と
に
発
令
さ
れ
、
対
象
区
域

内
で
火
の
使
用
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

　
林
野
火
災
は
人
命
や
森
林
資
源

に
甚
大
な
被
害
を
お
よ
ぼ
し
ま

す
。
火
の
取
り
扱
い
に
は
年
間
を

通
じ
て
注
意
を
払
い
、
発
生
防
止

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▼
詳
し
く
は
、
熊
野
市
消
防
本
部
予

防
課
（
☎
０
５
９
７
―
89
―
０
９
９

４
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

人
権
擁
護
委
員
に

伊い
と
う藤

真ま

り理
さ
ん
を
任
命

　
令
和
８
年
１
月
１
日
付
で
、
伊

伊藤真理さん

藤
真
理
さ
ん
（
井
田
）
が
、
法
務

大
臣
よ
り
人
権
擁
護
委
員
に
新
た

に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
令
和
８
年
１
月
１
日

か
ら
令
和
10
年
12
月
31
日
ま
で
の

３
年
間
で
す
。

▼
詳
し
く
は
、
役
場
福
祉
課
（
☎

33
―
０
３
３
９
）
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

休
日
（
土
曜
日
）
の

無
料
公
証
相
談

　

松
阪
公
証
人
合
同
役
場
で
は
、

次
の
と
お
り
休
日
の
無
料
公
証
相

談
を
開
催
し
ま
す
。

　
公
正
証
書
に
よ
る
遺
言
、
任
意

後
見
契
約
な
ど
、
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
な
お
、
松
阪
公
証
人

合
同
役
場
で
は
、
平
日
も
無
料
で

相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

【
日
時
】
２
月
28
日
㈯

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

※
利
用
さ
れ
る
際
は
事
前
に
電
話

で
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

【
場
所
】
松
阪
公
証
人
合
同
役
場

（
松
阪
市
南
町
１
７
８
番
地
５
）

▼
申
し
込
み
な
ど
詳
し
く
は
、
松

阪
公
証
人
合
同
役
場
（
☎
０
５
９

８
―
23
―
７
８
８
３
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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